
   川島町クビアカツヤカミキリ駆除奨励金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、埼玉県内に生息するクビアカツヤカミキリ（特定外来生物による

生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令（平成１７年政令第１６９号）別表第

１に定めるクビアカツヤカミキリをいう。以下同じ。）を駆除した者に対し、川島町

クビアカツヤカミキリ駆除奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することにより、

クビアカツヤカミキリによる樹木等の被害の拡大を防止することを目的とする。 

 （交付対象事業） 

第２条 奨励金の交付の対象となる事業は、埼玉県内に生息するクビアカツヤカミキリ

の成虫の駆除とする。 

 （交付対象者） 

第３条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 埼玉県内に在住しているもの 

(2) 自らクビアカツヤカミキリの成虫の駆除を行ったもの 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条

第２号に規定する暴力団と関係を有していないもの 

 （奨励金） 

第４条 奨励金は、駆除したクビアカツヤカミキリの成虫１匹につき１００円を交付す

る。 

 （奨励金の交付申請、請求及び引き渡し） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、川島町クビア

カツヤカミキリ駆除奨励金交付申請書及び請求書（様式第１号）に駆除したクビアカ

ツヤカミキリの死骸を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速

やかに奨励金を交付するものとする。 

３ 奨励金の申請受付期間は、毎年６月１日から９月３０日までとする。 

 （交付の取消し等） 

第６条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交

付を取り消し、既に交付した奨励金を返還させることができる。 



 (1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

 (2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき。 

 (3) その他町長の指示に従わないとき。 

 （遵守事項） 

第７条 クビアカツヤカミキリを駆除しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

 (1) 土地所有者の許可なく、私有地等に立ち入らないこと。 

 (2) けがのないよう安全を確保してから駆除すること。 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行し、令和８年６月１日から適用する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 


